
　　　　サービス提供体制強化加算確認票（グループホーム用）
事業者番号　　　　　　　　　事業所名      　　                            
サービス種類　　認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
【記入・提出に当たっての共通留意事項】

　①算定する加算のいずれかの番号に○をつけること。
　②常勤換算後の人数を算出する際に端数が発生した場合は小数点第2位以下を切り捨てること。
③提出の際は、提出する前月の従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（参考様式１）を添付する

こと。

１．サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
体制届を提出する前月・前々月・３か月前の状況
	営業月
	届出月の

３か月前
	届出月の

２か月前
	届出月の

前月
	合計

	介護福祉士人数

（常勤換算後）
	
	
	
	（Ａ）

	介護職員数

（常勤換算後）
	
	
	
	（Ｂ）


【記入に当たっての留意事項】
※介護福祉士人数は、介護職員における介護福祉士の人数とすること。
※その月の介護福祉士の人数に含めることができる者は、前月末日の時点で資格を取得している
ものとすること（例：平成20年12月の介護福祉士の人数に含めることができるのは、平成20
年11月30日時点で資格を有している者）。
	介護福祉士合計（Ａ）
	
	
	
	介護従業者　　合計（B）
	
	
	　
	介護福祉士の占める割合（小数点第2位以下切り捨て）

	　
	人
	÷
	
	　
	人
	　　＝
	　
	
　　　　　　　　　　
１００


２．サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
体制届を提出する前月・前々月・３か月前の状況
	営業月
	届出月の

３か月前
	届出月の

２か月前
	届出月の

前月
	合計

	常勤の看護・介護職員数（常勤換算後）
	
	
	
	（Ａ）

	看護・介護職員数
（常勤換算後）
	
	
	
	（Ｂ）


【記入に当たっての留意事項】
常勤職員とは、事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（例：週40時間）

勤務する職員のことであり、正社員やパート等の別を問わない。
	常勤の看護・介護職員合計（Ａ）
	
	
	
	介護・看護職員合計（B）
	
	
	　
	常勤職員の占める割合

	　
	人
	÷
	
	　
	人
	　　＝
	　
	
　　　　　　　　　　
１００


３．サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
体制届を提出する前月・前々月・３か月前の状況
	営業月
	届出月の

３か月前
	届出月の

２か月前
	届出月の

前月
	合計

	勤続年数３年以上の介護従業者数
（常勤換算後）
	
	
	
	（Ａ）

	介護従業者数
（常勤換算後）
	
	
	
	（Ｂ）


【記入に当たっての留意事項】
※勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数とすること。（例：平成20年12月における
勤続年数３年以上の者とは、平成20年11月30日時点で勤続年数が３年以上である者）

※勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する他の介護
サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務
した年数を含めることができるものとする。

	勤続年数３年以上の介護従業者合計（Ａ）
	
	
	
	介護従業者合計（B）
	
	
	　
	勤続年数３年以上の者の占める割合（小数点第２位以下切り捨て）

	　
	人
	÷
	
	　
	人
	　　＝
	　
	
　　　　　　　　　　
１００


【介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出後の留意事項】
介護給付費算定に係る体制等に関する届出（以下、体制届）を提出した月以降においても、直近

３か月間の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合につい

ては、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに体制届を提出すること。




 50


100








 30


100








 75


100





＞





＞





＞








【091104修正版】

